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告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
八
号 

 
ふ
る
さ
と
埼
玉
の
緑
を
守
り
育
て
る
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
十
号
）
第
十
九
条 

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
民
管
理
協
定
の
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り 

公
告
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

認
定
市
民
管
理
協
定
の
名
称 

 
 

坂
戸
市
市
民
緑
地
市
民
管
理
協
定 

二 

認
定
市
民
管
理
協
定
の
目
的
と
な
る
緑
地
の
区
域 

 
 

坂
戸
市
大
字
堀
込
字
番
匠
ケ
谷
戸
四
一
番
一 

 
 

坂
戸
市
大
字
新
堀
字
橋
場
八
七
番
一
の
一
部
、
九
六
番 

三 

認
定
市
民
管
理
協
定
区
域
内
の
緑
地
の
管
理
の
方
法 

 

イ 

協
定
区
域
内
に
お
け
る
森
林
の
整
備
又
は
景
観
の
整
備
を
す
る
た
め
に
必
要
な
樹
木
の
枝 

 
 

打
ち
、
下
草
刈
り
、
間
伐
、
保
育
、
病
害
虫
の
防
除
そ
の
他
当
該
緑
地
を
良
好
な
状
態
に
保 

 
 

つ
た
め
に
必
要
な
行
為 

 

ロ 

協
定
区
域
内
に
お
け
る
緑
地
保
全
の
た
め
の
研
修 

 

ハ 

協
定
区
域
内
に
お
け
る
自
然
観
察
や
環
境
教
育 

四 

認
定
市
民
管
理
協
定
の
有
効
期
間 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

認
定
市
民
管
理
協
定
の
認
定
年
月
日 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
十
二
日 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
マ
ミ
ー
マ
ー
ト
下
戸
田
店 

 
 

 

埼
玉
県
戸
田
市
下
戸
田
二
丁
目
三
十
一
番
二
号
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
マ
ミ
ー
マ
ー
ト 

代
表
取
締
役 

岩
崎
裕
文 

 
 

 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
本
町
二
丁
目
二
番
四
十
七
号 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
マ
ミ
ー
マ
ー
ト 

代
表
取
締
役 

岩
崎
裕
文 

 
 

 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
本
町
二
丁
目
二
番
四
十
七
号 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

平
成
三
十
年
十
一
月
一
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

二
千
五
十
九
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

八
〇
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

五
九
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

九
五
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

二
三
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 



 
 

 
 

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
零
時 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
十
五
分
か
ら
翌
午
前
零
時
十
五
分 

 
 

 
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

二
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
三
十
年
二
月
二
十
八
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日
か
ら
平
成
三
十
年
七
月
十
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日
か
ら
平
成
三
十
年
七
月
十
六
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

カ
ス
ミ
杉
戸
店 

 
 

 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
内
田
二
丁
目
二
十
、
二
十
一
、
二
十
二
、
二
十
二
―
二
、
二
十

三 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
カ
ス
ミ 

代
表
取
締
役 

小
濵
裕
正 

茨
城
県
つ
く
ば
市
西
大
橋
五
百
九
十
九
番
地
一 
外 

計
三
者 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
カ
ス
ミ 

代
表
取
締
役 

石
井
俊
樹 

 
 

 
 

 

茨
城
県
つ
く
ば
市
西
大
橋
五
百
九
十
九
番
地
一 

外 

計
二
者 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
三
月
一
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
三
十
年
二
月
二
十
八
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日
か
ら
平
成
三
十
年
七
月
十
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日
か
ら
平
成
三
十
年
七
月
十
六
日
ま
で 



 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

カ
ス
ミ
杉
戸
店 

 
 

 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
内
田
二
丁
目
二
十
、
二
十
一
、
二
十
二
、
二
十
二
―
二
、
二
十

三 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

五
五
台 

 
 

 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

五
五
台 

 
 

 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 

（
変
更
前
）
出
入
口
の
数 

八
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

（
変
更
後
）
出
入
口
の
数 

八
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
七
時
か
ら
午
後
一
時 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
三
十
年
三
月
一
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
三
十
年
二
月
二
十
八
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日
か
ら
平
成
三
十
年
七
月
十
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 



 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日
か
ら
平
成
三
十
年
七
月
十
六
日
ま
で 

 

ロ 
意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ

り
、
平
成
三
十
年
三
月
十
三
日
に
県
営
土
地
改
良
事
業
山
田
地
区
（
区
画
整
理
事
業
）
の
換
地
処

分
を
し
た
。 

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
一
六
―
一
九
―
一
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
緑
区
大
字
上
野
田
字
丸
山
下
九
百
四
十
―
一 

外 

五
十
六
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

千
四
百
二
十
五
・
五
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
一
七
―
十
九
―
二
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
駒
林
字
北
伊
佐
島
千
百
四
番
一
、
千
百
六
番
一 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

千
三
百
五
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

  



告

示 

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
三
月
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日 

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長 

新 

井 

哲 

也 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

上
野
さ
い
た
ま
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



 

新 旧 
 
 

旧 
新 
別 

上
尾
市
大
字
上
野
字
石
井
戸
二
二
九
番
一
地
先

か
ら
同
市
大
字
上
野
字
東
中
三
一
五
番
二
地
先

ま
で 

区 
 
 
 

間 

  

一
二
・
一
〇
～
二
一
・
五
〇 

  
 

七
・
九
〇
～
一
九
・
四
八 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

三
四
三
・
六
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
三
月
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日 

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長 

新 

井 

哲 

也 
 

 
 

 



 

鴻
巣
桶
川
さ
い
た
ま
線 

路 

線 

名 

北
本
市
本
宿
七
丁
目
三
番
三
地
先
か
ら
同
市

本
宿
七
丁
目
三
番
一
地
先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

 
 
 

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日 

 

供
用
開
始
の
期
日 

 

平
成
二
十
九
年
三
月
三
日
付
け
埼
玉
県
北
本
県

土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
八
号
で
告
示
し
た
道

路
予
定
区
域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
二
一
・
一
二
メ
ー
ト
ル 

備 

考 



告

示 

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路

の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
三
月
十
六
日
か
ら
二
週
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長 

新 

井 

哲 

也 

一 

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名 

 
 

 
 

 
 

占
用
を
制
限
す
る
区
域 

 
 

県
道 

鴻
巣
桶
川
さ
い
た
ま
線 

北
本
市
本
宿
七
丁
目
三
番
三
地
先
か
ら
同
市
本
宿
七
丁
目 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
番
一
地
先
ま
で 

二 

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件 

 
 

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た 

 

電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直 

 

ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

三 

占
用
を
制
限
す
る
理
由 

 
 

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害 

 

 

の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。 

四 

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
十
七
日 



告

示 

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
三
月
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日 

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長 

新 

井 

哲 

也 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

鴻
巣
羽
生
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



 

新 旧 
 
 

旧 
新 
別 

鴻
巣
市
宮
地
三
丁
目
一
八
二
五
番
四
地
先

か
ら
同
市
宮
地
三
丁
目
一
八
五
九
番
四
地

先
ま
で 

区 
 
 
 

間 

  

一
五
・
四
五
～
一
六
・
八
〇 

  
 

九
・
七
八
～
九
・
八
一 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
〇
八
・
六
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

交
差
点
整
備
事
業
に
よ
る
。 

      

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
三
月
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日 

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長 

新 

井 

哲 

也 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

蓮
田
鴻
巣
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



 

新 旧 
 
 

旧 
新 
別 

桶
川
市
大
字
加
納
字
笹
原
九
二
〇
番
一
地

先
か
ら
同
市
大
字
加
納
字
天
神
七
七
一
番

五
地
先
ま
で 

区 
 
 
 

間 

  

一
二
・
五
〇
～
一
三
・
六
〇 

  
 

八
・
一
〇
～
一
一
・
四
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

六
〇
一
・
〇
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

歩
道
整
備
事
業
に
よ
る
。 

      

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
三
月
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

高 

師 
 

 

功 

一 

道
路
の
種
類 

 

県
道 

二 

路 

線 

名 
 

行
田
東
松
山
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



 

 

新 

 

旧 

旧
新
別 

東
松
山
市
神
明
町
一
丁
目
五
四
一

七
番
二
地
先
か
ら 

東
松
山
市
神
明
町
一
丁
目
五
四
二

八
番
四
地
先
ま
で 

区 
 

間 

一
五
・
三
一
～
二
九
・
九
四 

八
・
一
七
～
二
三
・
五
八 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
三
九
・
九
九 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

駅
み
ち
街
路
整
備
工
事 

備 

備 
 

考 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
五
号 

 
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開
発

行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日 埼

玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

高 

橋 

浩 

行 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
四
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
九
〇
〇
一
七
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
十
四
日 

 
 

川
建
セ
第
二
九
〇
〇
五
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
都
三
十
六
番
十
六
、
三
十
六
番
十
七 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
月
輪
十
四
番
地
三 

寿
Ａ
二
〇
二 

 
 

吉
野 

開
晃 

 



告 
 

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
十
号 

 
平
成
三
十
年
埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
八
号
（
大
久
保
浄
水
場
浄
水
発
生
土
収
集
運
搬
業
務
委

託
に
関
す
る
入
札
公
告
）
は
、
取
り
消
す
。 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

立 

川 

吉 

朗 

 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
十
三
号 

 
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
八

十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
教
科
用
図
書
採
択
地
区
を
次
の
と
お
り
設
定
し
、

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
教
委
告
示
第
三
十
号
（
埼
玉
県
教
科
用
図
書
採
択
地
区
の
設
定
の
一
部

を
改
正
す
る
告
示
）
は
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 
 

 
 

第

十

四

採

択

地

区 

第

十

三

採

択

地

区 

第

十

二

採

択

地

区 

第

十

一

採

択

地

区 

第

十

採

択

地

区 

第

九

採

択

地

区 

第

八

採

択

地

区 

第

七

採

択

地

区 

第

六

採

択

地

区 

第

五

採

択

地

区 

第

四

採

択

地

区 

第

三

採

択

地

区 

第

二

採

択

地

区 

第

一

採

択

地

区 

名 
 

称 

秩
父
市
、
横
瀬
町
、
皆
野
町
、
長 

町
、
小
鹿
野
町 

東
松
山
市
、
滑
川
町
、
嵐
山
町
、
小
川
町
、
川
島
町
、
吉
見
町
、 

鳩
山
町
、
と
き
が
わ
町
、
東
秩
父
村 

飯
能
市
、
狭
山
市
、
入
間
市
、
日
高
市 

所
沢
市 

富
士
見
市
、
坂
戸
市
、
鶴
ヶ
島
市
、
ふ
じ
み
野
市
、
三
芳
町
、 

毛
呂
山
町
、
越
生
町 

川
越
市 

上
尾
市 

鴻
巣
市
、
桶
川
市
、
北
本
市
、
伊
奈
町 

志
木
市
、
新
座
市 

朝
霞
市
、
和
光
市 

蕨
市
、
戸
田
市 

草
加
市 

川
口
市 

さ
い
た
ま
市 

地 
 

 
 

域 



       

第
二
十
四
採
択
地
区 

第
二
十
三
採
択
地
区 

第
二
十
二
採
択
地
区 

第
二
十
一
採
択
地
区 

第

二

十

採

択

地

区 

第

十

九

採

択

地

区 

第

十

八

採

択

地

区 

第

十

七

採

択

地

区 

第

十

六

採

択

地

区 
第

十

五

採

択

地

区 

八
潮
市
、
三
郷
市
、
吉
川
市 

越
谷
市 

蓮
田
市
、
幸
手
市
、
白
岡
市
、
宮
代
町 

久
喜
市 

春
日
部
市
、
杉
戸
町
、
松
伏
町 

羽
生
市
、
加
須
市 

行
田
市 

深
谷
市
、
寄
居
町 

熊
谷
市 

本
庄
市
、
美
里
町
、
神
川
町
、
上
里
町 



雑

報 

 
特
殊
肥
料
の
検
査
結
果
の
公
表
に
関
す
る
告
示 

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

特
殊
肥
料
検
査
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日 

埼
玉
県
病
害
虫
防
除
所
長 

須 

永 

真
理
子 



平成２９年１１月分 

特殊肥料 
の指定名 

生産業者、輸入業者
若しくは販売業者
又は表示者 

届出名（及び商品名） 

検 査 の 結 果          

備 考      ＴＮ 
(％) 

ＴＰ 
(％) 

ＴＫ 
(％) 

ＴＣa 
(％) 

ＴＣｕ 
(mg/kg) 

ＴＺｎ 
(mg/kg) 

Ｃ／Ｎ 
水分 
（％） 

その他 
の検査 

堆肥 千成産業株式会社 千成リサイクル堆肥 4.3 2.7 1.2 1.7 12 565 8 16.4  

 

堆肥 川越市 
資源化センター 

肥え土 0.4 0.1 0.2 0.7 1 32 39 68.9  

 

 
備考：１ 分析検査を実施した成分等の略号は次のとおりである。 
     ＴＮ－窒素全量、ＴＰ－りん酸全量、ＴＫ－加里全量、ＴＣu－銅全量、ＴＺn－亜鉛全量、ＴＣa－石灰全量、Ｃ／Ｎ－炭素窒素比、水分－水分含有量 
    ２ 分析値は原則として現物当たりの数値である。ただし、備考欄に「乾物当たり」と記載のある場合は、水分を除き他の項目は乾物当たりの数値である。 



正 
 

誤 

  
埼
玉
県
告
示
第
百
七
十
五
号
（
平
成
三
十
年
三
月
二
日
第
二
千
九
百
八
十
一
号
）
中
訂
正 

 

ペ
ー
ジ 

 
表
中 

二 
 

 
 

名
称 

 

誤 社
会
医
療
法
人
ジ
ャ
パ
ン
メ
デ
ィ
カ
ル
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
東
埼
玉
病
院 

 

正 社
会
医
療
法
人
ジ
ャ
パ
ン
メ
デ
ィ
カ
ル
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
東
埼
玉
総
合
病
院 
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